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エコマーク品であること、該当するものがない
場合は国の判断の基準に適合すること

チャック付ケース（市独自）

パンチラベル

付箋フィルム

リサイクルボックス

缶・ボトルつぶし機（手動）

ローパーティション

コートハンガー

名札（机上用）

名札（衣類取付型・首下げ型）

黒板拭き

カードケース

梱包用バンド

ノート

鍵かけ

チョーク

グラウンド用白線

タックラベル

つづりひも

棚

収納用什器（棚以外）

事務用封筒（紙製）

インデックス

ホワイトボード用イレーザー

額縁

ごみ箱

けい紙

窓付き封筒（紙製）

デスクマット

ＯＨＰフィルム

絵筆

ホワイトボード

絵の具

墨汁

ファイリング用品（背見出し・ポケット・仕切紙）

アルバム

のり（テープ）

バインダー

ＯＡフィルター（デスクトップ（ＣＲＴ・液晶)用）

丸刃式紙裁断機

カッターナイフ

カッティングマット

レターケース

メディアケース

ダストブロアー

マウスパッド

フォーム用紙

インクジェットカラープリンター用塗工紙

印刷用紙（カラー用紙を除く）

スタンプ台

ティッシュペーパー

衛生用紙 トイレットペーパー

印刷用紙（カラー用紙）

定規

シャープペンシル

印章セット、ゴム印、公印、印箱

朱肉

回転ゴム印

ペンスタンド

クリップケース

はさみ

マグネット（玉）

傘立て

掲示板

黒板

マグネット（バー）

テープカッター

パンチ(手動）

モルトケース（紙めくり用スポンジケース）

紙めくりクリーム

ＯＡクリーナー（ウェットタイプ）

ＯＡクリーナー（液タイプ）

印刷用紙

調     達     品     目

機器類3

１．各調達品目毎の調達目標

事務用品・機器の調達に当たっては、基本的には各々の判断基準に基づいて、全ての品目で環境に配慮した調達を行うものとする。
ただし、環境に配慮した調達を行うことで明らかに予算を超過してしまうもの、現段階では環境に配慮した調達先がないものを除く。

各品目ごとに当該年度の
調達総量（金額）に占める
基準を満たす物品等の
金額の割合

ボールペン

マーキングペン

ファイル

のり（液状）（補充用を含む。）

分　野

情報用紙

ブックスタンド

紙類1 コピー用紙

2

鉛筆

のり（澱粉のり）（補充用を含む。）

文具類

ステープラー針リムーバー

シャープペンシル替芯

起案用紙

トレー

消しゴム

ステープラー

のり（固形）

連射式クリップ（本体）

事務用修正具（テープ）

事務用修正具（液状）

クラフトテープ

粘着テープ（布粘着）

鉛筆削（手動）

沼津市の平成22年度における各調達品目毎の調達目標

紙類全体で９０％

文具類全体で９０％

各品目ごとに当該年度の
調達総量（個数・件数）に占める
基準を満たす物品等の
個数・件数の割合

両面粘着紙テープ

製本テープ

付箋紙

いす

机

機器類全体で８５％



判　断　の　基　準 目標の立て方 調　達　目　標調     達     品     目

１．各調達品目毎の調達目標

事務用品・機器の調達に当たっては、基本的には各々の判断基準に基づいて、全ての品目で環境に配慮した調達を行うものとする。
ただし、環境に配慮した調達を行うことで明らかに予算を超過してしまうもの、現段階では環境に配慮した調達先がないものを除く。

分　野

沼津市の平成22年度における各調達品目毎の調達目標
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99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 記録メディア

109 一次電池又は小形充電式電池

110 電子式卓上計算機

111

112

113 掛時計
5 移動電話 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127
10 自動車等

128

一般公用車：国の判断の基準に適合すること
一般公用車以外の自動車：買い替えの際、
　普通車、小型自動車から軽自動車への切り
　替えを行うこと、または国の判断の基準に

適合すること

調達台数 １台

11 消火器 129 国の判断の基準に適合すること 調達本数 消火器全体で９０％
12 制服・作業服 130

131

132

133

134

135

136

137

138

139
14 作業手袋 140 作業手袋

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155 再生木質ボード パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板

156 タイル 陶磁器質タイル

157 コンクリート用スラグ骨材 高炉スラグ骨材

158 高炉セメント

159 フライアッシュセメント

160 アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物

161 路盤材 再生骨材等

162 小径丸太材 間伐材

163 建具 断熱サッシ・ドア

164 製材等 製材、集成材、合板、単板積層材

165 断熱材 断熱材

166 照明機器 照明制御システム

167 変圧器 変圧器

168
空調用機器 吸収冷温水機、氷蓄熱式空調機器、ガスエ

ンジンヒートポンプ式空気調和機

169 配管材 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

170 自動水栓

171 自動洗浄装置及びその組み込み小便器

172 水洗式大便器

173 排出ガス対策型建設機械

174 低騒音型建設機械

175 排水性舗装

176 透水性舗装

177
国の判断基準に適合すること（印刷用紙はできる
限り古紙配合率の高いものを使用していること）

発注総件数に占める
基準を満たす件数の割合

紙類と併せ全体で９０％

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

エコマーク品であること、または紙を使用して
いる場合は、紙類の国の判断基準に適合するこ
と。

目標は定めないが、
できる限り採用する

1

2

3

4

5

6

各品目ごとに当該年度の
調達総量（個数・件数）に占める
基準を満たす物品等の
個数・件数の割合

照明全体で７５％

国の判断の基準に適合すること

電気冷蔵庫

プリンタ／ファクシミリ兼用機

拡張性のあるデジタルコピー機

OA機器全体で８０％

目標は定めないが、
できる限り採用する

スキャナ

エコマーク品であること、該当するものがない
場合は国の判断の基準に適合すること

輸配送

採用の可能性のある場合は
積極的に採用する

帽子

カーテン

毛布

太陽熱利用システム

燃料電池

太陽光発電システム

機密文書

その他繊維製品15

旗

のぼり

幕

モップ

集会用テント

8 温水器等 ガス温水機器

ガス調理機器

19

インテリア・寝装寝具

印刷
役務

設備

ブルーシート

防球ネット

18 公共工事

17

インクカートリッジ

ファクシミリ

磁気ディスク装置

電子計算機

トナーカートリッジ

7

6

エア
コンディショナー等

家電製品

ＯＡ機器4

照明

蛍光管（直管型：大きさの区分４０形蛍光ランプ）

蛍光灯照明器具

電気冷凍冷蔵庫

ストーブ

作業服（防火対応品を除く）

ニードルパンチカーペット、タフテッドカーペット、タイルカーペット

13

ベッドフレーム

マットレス

布製ブラインド

織じゅうたん

環境物品等の調達を推進し、新たな調達品目の基準や目標設定を定期的に見直していくため、今後もＩＳＯ１４００１に基づく沼津市環境マネジメントシステムに、目的・目標の１つとしてグリーン購入の推進を明記し、同体制のもとに管
理・運用を行っていくものとする。

クリーニング

３．その他環境物品等の調達の推進に関する事項

自動車専用タイヤ更生

目標は定めないが、
できる限り採用する

自動車整備

害虫駆除

その他の消耗品

国の判断の基準に適合すること

庁舎管理

プリンタ

複合機

ディスプレイ

コピー機

調達実績は、各品目毎に取りまとめ、公表する。その方法は設備･公共工事・役務については別紙１により、他の品目は財務会計システムに入力されたデータを利用して集計することとする。（なお、市立病院及び水道部等について
も、この方法に準じて取りまとめるものとする。）

２．特定調達物品等以外の調達方針

9

省エネルギー診断

目的物

本調達方針に基づく調達担当窓口は、総務課とする。

物品の調達については、沼津市の「グリーン購入に係る基本方針」の「１（１）物品調達に係る基本的考え方」により、調達総量をできるだけ抑制するよう、機器等についてはできる限り修理を行うなど長期使用に努め、総量が増加する
ことのないように努めなければならない。

物品等の納入事業者、役務の提供者、公共工事の請負事業者等に対して、事業者自身が本調達方針に準じたグリーン購入を推進するよう働きかけるとともに、物品等の納入に際してはできるだけ環境負荷低減の配慮をされた自動
車を利用するよう働きかけるものとする。

事業者の選定にあたっては、その規模に応じてＩＳＯ１４００１又は環境活動評価プログラム等により環境管理を行っているものを優先して考慮する。

防災備蓄用品 ペットボトル飲料水

食料（アルファ米・乾パン・缶詰・レトルト食品）

生活用品・資材（毛布・作業手袋・テント・ブルーシート・一次電池・非常用携帯燃料）

16

携帯電話

PHS

テレビジョン受信機

ガスヒートポンプ式冷暖房機

電子レンジ

自動車
（普通車、小型自動車及び軽自動車とする（３輪車及び重量車を除く））

エアコンディショナー

電気冷凍庫

消火器

８０％調達個数

食堂

建設機械

衛生器具

設計の際、採用の可能性のある
場合は積極的に採用する

混合セメント

国の判断の基準に適合すること

生ゴミ処理機

植栽管理

清掃

ふとん

資材


